
第２回 広島都心地域都市再生緊急整備協議会会議 議事概要 

 

１ 会議名称 

  第２回 広島都心地域都市再生緊急整備協議会 会議 

 

２ 開催日時 

  令和３年８月２日（月） １４：００～１４：２０ 

 

３ 開催場所 

  WEB 会議システム（Zoom） 

  広島市役所１４階 第３会議室 

 

４ 出席者氏名 

◇国の関係行政機関 

中野 穣治【代理】（内閣府地方創生推進事務局） 

諸岡 昌浩【代理】（国土交通省中国地方整備局） 

平賀 哲二【代理】（国土交通省中国運輸局） 

◇地方公共団体 

岡田 浩二【代理】（広島県） 

中村 純【代理】（広島市） 

◇独立行政法人 

太田 亘【代理】（独立行政法人都市再生機構）  

◇民間事業者等 

宮本 晃【代理】（西日本旅客鉄道株式会社） 

末松 辰義【代理】（広島電鉄株式会社） 

平山 睦喜（広島高速交通株式会社） 

臼井 牧生（株式会社広島バスセンター） 

梶川 彰彦【代理】（広島駅南口開発株式会社） 

石田 周司（広島地下街開発株式会社） 

植野 実智成（広島商工会議所） 

竹中 等【代理】（日本郵便株式会社） 

松村 知憲【代理】（中国電力ネットワーク株式会社） 

清宗 一男（株式会社広島銀行）  

武井 晋【代理】（株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション） 

 

 

 

  



５ 議題 

(1)都市再生安全確保計画部会の設置について 

(2)その他意見交換 

 

６ 傍聴人の人数 

  １人（報道関係者含む） 

 

７ 会議資料名 

次第 

出席者名簿 

構成員名簿 

（参考）広島都心地域都市再生緊急整備協議会構成員名簿 

 

資料１－１ 都市再生安全確保計画部会の設置について 

資料１－２ 広島都心地域都市再生緊急整備協議会 

都市再生安全確保計画部会構成員名簿（案） 

参考資料１ 広島都心地域都市再生緊急整備協議会規約 

参考資料２ 都市再生安全確保計画制度の概要 

参考資料３ 広島都心地域区域図 

参考資料４ 広島都心地域整備方針 

 

８ 議事要旨 

(1) 都市再生安全確保計画部会の設置について 

 （事務局） 

・資料１－１について説明があり、承認された。 

・資料１－２の構成員の選任について、以下の説明があり、承認された。 

公共公益施設管理者に加え、一定規模以上の商業機能・宿泊機能等を持った民間事業者

を対象とし、広島駅周辺地区は、広島駅を中心に半径約 500ｍ以内、また、紙屋町・八

丁堀地区は、広島バスセンターとアストラムライン本通駅付近から半径約 500ｍ以内で

要件に該当する事業者を選任している。 

 

(2) その他意見交換 

 （事務局） 

・今後のスケジュールとして、本日の部会設置承認以降、部会内に実務的な検討を行う検討

部会を立ち上げ、令和 3 年 12 月までに３回程度開催し、計画案を作成する予定としてい

る。その後、部会を開催し、計画案の承認を得る予定としている。 

・計画案の承認については、規約第十二条 15 項で「議長は、部会の議決については、会議

での議決を得たものとみなすことができる。」とされていることから、部会の承認を持っ

て、協議会の承認を得たものとみなすよう考えている。 


